
電力需給契約書（案） 

 

 高知県公立大学法人（以下「甲」という。）と○○○○○○（以下「乙」という。）

とは、高知県公立大学法人永国寺キャンパス地域連携棟・データ＆イノベーション学

群新校舎（仮称）で使用する電力に関し、次の条項により契約を締結する。 

 

（契約の目的） 

第１条 乙は、甲が指定する場所で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は乙にそ

の対価（以下「電気料金」という。）を支払うものとする。 

 

（契約単価） 

第２条 契約単価は次のとおりとする。なお、この単価には、消費税及び地方消費税

（以下「消費税等相当額」という。）を含む。 

需要場所 項 目 単 価 

高知県公立大学法人 

永国寺キャンパス 

地域連携棟・データ＆イノ

ベーション学群新校舎（仮

称） 

基本料金  円／kW 

従量料金 

（夏 季）  

円／kWh 
（その他季）  

 

（契約期間） 

第３条 契約期間は、令和８年４月１日０時 00 分から令和９年３月 31 日 24 時 00 分

までとする。 

 

（契約保証金） 

第４条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第５条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

（契約電力の変更） 

第６条 契約電力を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、これを変更すること

とする。 

 

（使用電力量の増減） 

第７条 甲が本契約により使用する電力量（以下「使用電力量」という。）は、乙が電

力供給仕様書で示した予定電力量を上回り、又は下回ることができる。 

 

 



（計量及び検査） 

第８条 計量日は、原則として毎月１日午前０時とし、乙は一般送配電事業者から受

領した検針結果を電磁的方法により速やかに甲へ通知し、甲の指定する職員の検査

を受けなければならない。 

 

（電気料金の算定） 

第９条 電気料金は、基本料金及び従量料金の合計額（円未満切捨て）に、電気事業

者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を加え

た金額とする。 

２ 前項の料金算定に当たっては、契約電力に係る力率調整及び使用電力量に係る燃

料費調整を行うものとし、その取扱い、電気事業者による再生可能エネルギー電気

の調達に関する特別措置法に基づく賦課金の取扱いは、四国地区の旧一般電気事業

者が公表している電気需給条件及び主契約料金条件によるものとする。 

 

（電気料金の支払） 

第 10 条 乙は、第８条の規定による検査に合格したときは、前条により算定した料金

を月毎に甲に請求することができる。 

２ 甲は、前項の規定により適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から 30

日以内に乙に料金を支払うものとする。 

３ 請求にあたり、需要場所毎に算定した電気料金の取りまとめが必要な場合は、甲

乙協議の上、取り決めるものとする。 

 

（事情変更） 

第 11 条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改

廃、その他著しい事情の変更により、本契約の定める条件が不適当となったと認め

られる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。 

２ 前項の協議は、文書をもって相手側に申し入れるものとする。 

 

（秘密の保持） 

第 12 条 乙は、本契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 前項の秘密保持義務は、以下のいずれかに該当する場合には適用しない。 

（１） 公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実 

（２） 第三者から適法に取得した事実 

（３） 開示の時点ですでに保有していた事実 

（４） 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実 

３ 項の規定は、本契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。 

 

（反社会的勢力の排除） 

 第 13 条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、高知県暴力団排除条例の定めるとこ

ろにより、次の各号の事項を確約する。  



（１） 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずるもの又は

その構成員（以下総称して「暴力団等」という。）ではないこと。  

（２） 自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

いう。）が、暴力団等ではないこと。  

（３） 暴力団等に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。 

（４） 本契約の履行にあたり、暴力団等による不当要求行為を受けたときは、その

旨を相手方に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 

 

（契約の解除） 

第 14 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行せず、相当の期間を定めて催告をし

てもなお乙が違反状態を是正しない場合、この契約の全部又は一部を解除すること

ができる。 

２ 乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合は、乙は全契約期間にお

ける電気料金の支払総額（契約期間中にあっては、支払実績額及び残存期間に係る

予定契約電力及び予定使用電力量に基づき第９条の規定により算定した額をいう。）

の 10分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければなら

ない。 

３ 甲及び乙は、相手方が前条の確約に反することが判明した場合又は別紙に定める

反社会的勢力の排除措置による解除条件のいずれかに該当すると認められた場合は、

何らの催告をすることなく契約を解除することができる。この場合において、解除

により相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、

かかる解除により甲又は乙に損害が生じたときは、解除された方はその損害を賠償

するものとする。 

 

（損害賠償等） 

第 15条 甲及び乙は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、

その損害に相当する金額を、損害賠償として相手方に支払わなければならない。 

２ 損害賠償を請求することができる当事者は、自己の有する損害賠償請求権と、報

酬支払義務、費用償還義務などの自己の相手方に対する債務を、対当額において相

殺することができるものとする。 

 

（疑義の決定） 

第 16 条 この契約に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、四国地区の旧一般電気

事業者が公表している電気需給条件及び主契約料金条件によるほか、甲乙誠意をも

って協議のうえ解決に努めるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第 17 条 この契約に関する訴訟は、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とする。 

 



 

 

 この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自

その１通を保有するものとする。 

 

 

 令和８年  月  日 

 

              甲  高知県高知市永国寺町２番 22 号 

                  高知県公立大学法人 

（T9490005001969） 

                  理事長  伊藤 博明  印 

 

              乙 



別紙 

反社会的勢力の排除措置による解除条件 

※用語の定義は高知県暴力団排除条例第２条による。 

 

 (１) 暴力団であると認められるとき。 

 (２) 役員等（次に掲げる者をいう。以下同じ。）が暴力団員等であると認められると

き。 

ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している

者 

イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を

有する者 

ウ 個人にあっては、その者及びその使用人（支配人、本店長、支店長その他いか

なる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者（事業所の業

務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。）） 

 (３) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、

又は雇用していると認められるとき。 

 (４) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められ

るとき。 

 (５) 役員等が、自己、その属する法人等（法人その他の団体をいう。）若しくは第三

者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力

団員等を利用していると認められるとき。 

 (６) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対

して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は

積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

 (７) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与

していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認め

られるとき。 

 (８) 役員等が、本契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関

与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認

められるとき。 

 (９) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難さ

れるべき関係を有していると認められるとき。 

 


